
1.【 地域密着型通所介護利用料金 】 

利用料計算式： 【通所介護費】 × 利用日数  

介  護  度 
標 準 型 

（午前 9時30分～午後 4時00分） 

利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（2割） 

要介護１ ６,５５０円／日 ６５５円 １,３１０円 

要介護２ ７,７３０円／日 ７７３円 １,５４６円 

要介護３ ８,９３０円／日 ８９３円 １,７８６円 

要介護４ １０,１００円／日 １,０１０円 ２,０２０円 

要介護５ １１,３００円／日 １,１３０円 ２,２６０円 

 

【介護保険制度上の加算料金】 

加算項目名 説    明  

加 算 額 

基本利用料 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（2割） 

入浴加算(Ⅰ) 入浴介助に伴う加算  ４００円／日 ４０円 ８０円 

入浴加算(Ⅱ) 

理学療法士等が在宅を訪問して浴室環境を評価して

自宅で入浴できる様に計画書を作成し、利用時に入浴

指導しながら入浴した場合の加算 

５５０円／日 ５５円 １１０円 

個別機能訓練 

加算(Ⅰ)ロ 

利用者ごとの個別機能訓練計画を作成し、当該計画に

基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練

の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身の状況

に応じた機能訓練を行った場合の加算         

８５０円／日 ８５円 １７０円 

個別機能訓練 

加算(Ⅱ) 

個別機能訓練加算(Ⅰ)に加えて個別機能訓練計画書

等の内容を厚生労働省に提出し、フィードバックを受

けている場合の加算 

２００円／月 ２０円 ４０円 

口腔機能向上 

加算(Ⅰ)★ 

口腔機能の低下しているまたはそのおそれのある利

用者に対し、口腔機能改善のための計画を作成し、こ

れに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計

画の見直し等を行った場合の加算           

1,500円／回 １５０円 ３００円 

口腔機能向上 

加算(Ⅱ)★ 

口腔機能向上加算(Ⅰ)に加えて、口腔機能改善管理指

導計画書の情報を厚生労働省に提出し、当該情報を有

効な実施のために活用してる場合の加算(※原則３月

以内、月２回を限度) 

1,600円／月 １６０円 ３２０円 

口腔・栄養ス

クリーニング  

加算(Ⅰ)★ 

利用開始時及び利用中６か月ごとに口腔の健康状態

及び栄養状態について確認を行い、利用者の状態に係

る情報を介護支援専門員に文書で共有した場合(※栄

養アセスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上

加算との併算定不可) 

２００円／月 ２０円 ４０円 



加算項目名 説    明 

加 算 額 

基本利用料 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（2割） 

口腔・栄養ス

クリーニング  

加算(Ⅱ)★ 

利用開始時及び利用中６か月ごとに口腔の健康状態及び

栄養状態のいずれかの確認を行い、利用者の状態に係る

情報を介護支援専門員に文書で共有した場合(※栄養ア

セスメント加算、栄養改善加算及び口腔機能向上加算と

の併算定不可) (６月に一回を限度) 

５０円／月 ５円 １０円 

栄養アセスメ

ント加算★ 

管理栄養士を含む多職種(看護師・介護職員・生活相談員

等)が共同して栄養アセスメントを実施し当該利用者ま

たはその家族に対して結果を説明し、相談等に対応する

場合の加算(口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)及び栄養

改善加算との併算定不可) 

５００円 ５０円 １００円 

栄養改善加算

★ 

利用者の低栄養状態の改善、必要に応じ居宅を訪問し

て心身状態の維持または向上などの栄養改善サービ

スを実施した場合               

(※原則３月以内、月２回を限度) 

2,000円／月 ２００円 ４００円 

若年性認知症 

利用者受入加

算 

利用者の特性やニーズに対応したサービス提供を行

った場合の加算  
６００円／日 ６０円 １２０円 

認知症加算 
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者を受

け入れた場合、当該利用者に対して加算      
６００円／日 ６０円 １２０円 

サービス提供

体制強化加算

(Ⅰ)★ 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 

(要介護者) 
２２０円／日 ２２円 ４４円 

事業対象者・要支援１ ８８０円／月 ８８円 １７６円 

要支援２ 1,760円／月 １７６円 ３５２円 

中重度者ケア 

体制加算 

中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通

所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算とし

て、1日につき 45単位を所定単位数に加算する。 

４５０円／日 ４５円 ９０円 

生活機能向上 

連携加算(Ⅰ)

★ 

事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が

連携(ICTを活用した動画)して機能訓練のマネジメン

トをする場合 

(生活機能向上連携加算(Ⅱ)との併算定不可) 

1,000円／月 １００円 ２００円 

生活機能向上 

連携加算(Ⅱ)

★ 

事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が

利用者宅を訪問して助言等連携して機能訓練のマネ

ジメントをする場合 

(生活機能向上連携加算(Ⅰ)との併算定不可) 

2,000円／月 ２００円 ４００円 

ADL維持等  

加算(Ⅰ) 

ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の

水準を超えBarthelIndexを測定して厚労省に提出す

る場合の加算 

３００円／月 ３０円 ６０円 

ADL維持等  

加算(Ⅱ) 

ADL維持等加算(Ⅰ)に加えて評価対象利用者等の調整

済ADL利得を平均して得た値が2以上である場合の加

算 

６００円／月 ６０円 １２０円 

科学的介護推進

体制加算 ★ 

利用者情報(基本情報他)を厚労省に提出する場合の

加算 
４００円／月 ４０円 ８０円 

運動機能向上

加算★ 

理学療法士等による運動器機能の把握と計画の作成

をして、計画に基づき利用者毎にサービスを提供して

定期的な記録・評価をする加算 

2,250円／月 ２２５円 ４５０円 

※ ★の印がある加算に関しては介護予防通所介護相当サービスも対象となる加算 



２.【津久見市介護予防・日常生活支援総合事業・一般介護予防事業利用料金】 

サービスの内容（1日あたり） 計画期間 基本利用料 
利用者負担 

（１割） 

利用者負担 

（2割） 

介護予防通所介護

相当サービス 

事業対象者・要支援1 

週１回程度 

最大 月５回まで ３カ月又は６ヵ月 

（原則） 

１６,７２０円／月 

日割りの場合 

１日につき５５０円 

１,６７２円／月 

日割りの場合 

１日につき５５円 

３,３４４円／月 

日割りの場合 

１日につき１１０円 

要支援2 

週２回程度 

最大 月９回まで 

３４,２８０円／月 

日割りの場合 

１日につき１,１３０円 

３,４２８円／月 

日割りの場合 

１日につき１１３円 

６,８５６円／月 

日割りの場合 

１日につき５５０円 

通所型サービス 

    Ｃ 

（しゃんしゃん教室） 

事情対象者・要支援① 

月４回 ３カ月又は６ヵ月 

（原則） 
４,０００円／日 ４００円／日 ８００円 

要支援② 週２回 

 月８回利用時 

① 入浴が必要な場合は、２００円／日 自己負担になります。 

② その他の利用料金は（食費等）従来通りになります。 

 

 

サービスの内容（1日あたり） 計画期間 基本利用料 利用者負担 － 

こ ろ ば ん 教 室 月２回～月４回 － ２,５００円／日 ６００円 － 

①  食費は別途自己負担になります。 

 

【介護予防通所介護費を日割り計算とする条件】 

①月途中に介護度が変更になった場合  例：要支援１→要介護１ 

②月途中にサービス事業者（利用する事業所）の資格の異動があった場合（事業開始・事業廃止等） 

③月の一部期間が公費適用期間であった場合 

④月途中にサービス事業者を変更した場合 

 

【介護職員処遇改善加算】  

○ 加算算定対象サービス 

サービス区分 
キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 

加算Ⅰ 

・（介護予防）地域密着型通所介護 5.9％ 

※ なお、算出利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとします。 

 

 

 

 



【介護職員等特定処遇改善加算】  

○ 加算算定対象サービス 

サービス区分 加算Ⅱ 

・（介護予防）地域密着型通所介護 1.0％ 

※ なお、算出利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとします。 

 

４.【その他の利用料金】 

項目 内     容 
利用料金 

（日額） 
備     考 

日 用 品 

タオル類、入浴時使用品、トイレット 

ペーパー、テッシュペーパー、ハンド 

ソープ、お茶等 

１００円 

 

※ 課税対象外 

 

教 養 娯 楽 費 新聞・レクリエーションに関する消耗品 １０円 ※ 課税対象外 

手 工 芸 品 等 

材 料 費 

レクリエーションに伴う個人用作品の

材料費 
実  費  

食 費 食材費及び調理に係る費用負担 ５４５円 ※ 課税対象外 

お む つ 代 
尿とりパット・はくパンツ・リハビリパ

ンツ等 
実  費  

送 迎 費 ①津久見市 無  料 

※津久見市の保戸島・無垢島は船

賃実費をいただきます。 

※ 課税対象 

※ 料金に掲示したもの以外に利用者等から依頼により購入する日常生活用品については、実費の徴収させていただきま

す。 

※ 本一覧表によるサービスのお申込内容は原則として要介護認定等の有効期間満了日までとします。 

途中、ご変更希望のお客様はお申し出いただければ、その都度ご変更いたします。 


